
年金記録訂正請求に係る答申について 
関東信越地方年金記録訂正審議会 

（神奈川県担当部会） 

令和８年１月 28日答申分 

  ○答申の概要 

     年金記録の訂正を不要としたもの         １件 

        厚生年金保険関係      １件 



   

        
 

厚生局受付番号 ： 関東信越（神奈川）（受）第 2500335号 

厚生局事案番号 ： 関東信越（神奈川）（厚）第 2500023号 

 

第１ 結論 

請求期間①について、訂正請求記録の対象者（以下「対象者」という。）のＡ社における厚

生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間②について、対象者のＢ社（現在は、Ｃ社）における厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間③について、対象者のＤ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪

失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間④について、対象者のＥ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪

失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間⑤について、対象者のＦ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪

失年月日並びにＧ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日の訂正を認めることは

できない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

 氏名（続柄） ： 女 （妻） 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

 住 所 ：  

 

２ 被保険者等の氏名等 

 氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和４年生 

  

３ 請求内容の要旨 

 請 求 期 間 ： ① 昭和 18年４月上旬から昭和 20年４月下旬まで 

          ② 昭和 25年７月上旬から昭和 27年５月下旬まで 

          ③ 昭和 29年１月上旬から昭和 30年２月下旬まで 

          ④ 昭和 30年２月上旬から同年 10月下旬まで 

          ⑤ 昭和 38年４月上旬から昭和 40年７月下旬まで 

請求期間①について、私の夫（対象者）はＡ社に勤務し、Ｈ町の夜学に通っていた。Ａ社に

は対象者の兄も勤務しており、兄の記録の有無が有力な証拠になると思う。 

請求期間②について、私の夫（対象者）は I社 J工場に勤務し、Ｋ戦争で破壊されたＬ軍の

ジープ等を修理する仕事に従事していた。I 社 J工場とはＭ市Ｎ町にあった I 社Ｏ工場（Ｐ製



作所）であると思う。 

請求期間③について、私の夫（対象者）はＤ社で、コーリングショベル（パワーショベル）

のオペレーターの仕事に従事していた。Ｄ社の事業所内の対象者宛に送付された手紙や葉書に

よると、昭和 29 年６月 25 日にＱ県Ｒ郡Ｓ町のＴ作業所、同年９月 19 日にＵ県Ｖ郡Ｗ村のＸ

工事事務所、昭和 30年１月 15日にＱ県Ｙ市Ｚ町の a作業所工事事務所を拠点に、対象者は継

続してＤ社に勤務していたと思う。 

請求期間④について、私の夫（対象者）はＥ社又は b社にタクシー運転手として勤務してい

た。 

請求期間①から④までについては、厚生年金保険の記録がないが、給与から厚生年金保険料

を控除されていたと思うので、調査の上、記録を訂正し、年金額に反映してほしい。 

請求期間⑤について、私の夫（対象者）のＧ社における厚生年金保険の被保険者資格喪失年

月日は昭和 38年４月 16日となっているが、同日以降も同社又は同社の事業を継承したＦ社に

継続して勤務し、給与から厚生年金保険料を控除されていたと思うので、調査の上、記録を訂

正し、年金額に反映してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

 １ 請求期間①について、請求者は、対象者がその兄と同じ事業所に勤務していたと主張してい

るところ、請求者から提出された写真、写真アルバムに添付されていたとする対象者自筆の略

年表（以下「略年表」という。）及び氏名、生年月日により対象者の兄と考えられる労働者年

金保険の記録から、期間は特定できないものの対象者がＡ社に勤務していたことがうかがえる。 

   しかしながら、Ａ社は、昭和 20年４月 15日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

同社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿を調査したが、連絡可能な者が見当たらず、

それぞれ照会することができないことから、対象者の勤務形態等を確認することができない。 

   また、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿において、請求期間①に被保険者資

格を取得している被保険者を調査したが、対象者の氏名を確認することができない。 

   さらに、請求者は、対象者の給与から厚生年金保険料（請求期間①については、労働者年金

保険料を含む。以下同様。）が控除されていたことを示す給与明細書等の資料を所持しておら

ず、Ａ社に係る賃金台帳等の資料もないことから、対象者の請求期間①における厚生年金保険

料の控除について、確認することができない。 

   このほか、対象者の請求期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情はない。 

  

 ２ 請求期間②について、請求者は、対象者が勤務していた I 社 J 工場とはＭ市Ｎ町にあった I

社Ｏ工場（Ｐ製作所）であると思う旨主張しているところ、厚生年金保険の適用事業所名簿に

よると、Ｍ市Ｎ町に所在していた事業所は、I社Ｐ製作所であることが確認できる。 

   しかしながら、I社Ｐ製作所（事業所整理記号：＊）は昭和 17年６月１日に労働者年金保険

の適用事業所となり、昭和 25年１月１日にＢ社に名称変更、昭和 27年６月１日にｃ社に名称

変更、昭和 39年６月１日に I社に名称変更、昭和 45年６月１日にｄ社ｅ製作所に名称変更後、



平成 15 年１月 29日にＣ社に名称変更し、現存していることから、I 社、ｄ社及びＣ社に対象

者の勤務期間等について照会をしたものの、いずれも確認できる資料がないため不明と回答し

ている。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、請求期間②に被保険者資格

を取得している者で連絡先が判明した同僚 31名に照会し、10名から回答及び陳述があったが、

対象者を知っていると回答した者はおらず、対象者の勤務形態等を確認することができない。 

   さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、請求期間②に被保険者資

格を取得している被保険者を調査したが、対象者の氏名を確認することができない。 

   加えて、請求者は、対象者の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを示す給与明細

書等の資料を所持しておらず、Ｂ社に係る賃金台帳等の資料もないことから、対象者の請求期

間②における厚生年金保険料の控除について、確認することができない。 

   このほか、対象者の請求期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情はない。 

   なお、I 社については、I 社（事業所整理記号：＊）及びｆ社（事業所整理記号：＊）も請

求期間②当時、厚生年金保険の適用事業所として確認できるが、いずれの健康保険厚生年金保

険被保険者名簿においても、対象者の氏名を確認することができない。 

   また、I 社の関連事業所としてｇ管轄（ｈ関係）の事業所を３事業所確認することができる

が、いずれの健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても、対象者の氏名を確認することが

できない。 

 

 ３ 請求期間③について、請求者から提出された写真（写）、Ｄ社の事業所内の対象者宛に送付

された手紙（写）及び葉書（写）並びに略年表により、期間は特定できないものの対象者がＤ

社に勤務していたことがうかがえる。 

   しかしながら、Ｄ社は、昭和 43年９月 21日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている

ため照会することができない上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、請

求期間③に被保険者資格を取得している者で連絡先が判明した同僚 17 名に照会し、11 名から

回答及び陳述があったが、対象者を知っていると回答した者はおらず、対象者の勤務形態等を

確認することができない。 

   また、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、請求期間③に被保険者資格

を取得している被保険者を調査したが、対象者の氏名を確認することができない。 

   さらに、請求者は、対象者の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを示す給与明細

書等の資料を所持しておらず、Ｄ社に係る賃金台帳等の資料もないことから、対象者の請求期

間③における厚生年金保険料の控除について、確認することができない。 

   このほか、対象者の請求期間③における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情はない。 

   なお、Ｄ社については、Ｄ社ｉ工業所及びＤ社ｊ出張所も請求期間③当時、厚生年金保険の

適用事業所として確認できるが、いずれの健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても、対

象者の氏名を確認することができない。 



   また、請求期間③当時、Ｑ県内にＤ社と名の付く厚生年金保険の適用事業所として確認でき

るのは上記３事業所のみである上、請求者が主張するＶ郡Ｗ村（現在は、ｋ市）を含むＵ県内

においてＤ社の厚生年金保険の適用事業所としての記録を確認することができない。 

 

 ４ 請求期間④について、請求者から提出された写真（写）及び略年表により、期間は特定でき

ないものの対象者がＥ社に勤務していたことがうかがえる。 

   しかしながら、Ｅ社は、対象者の勤務期間等について確認できる資料がないため不明と回答

している上、請求期間④に厚生年金保険の被保険者資格を取得している者で連絡先が判明した

同僚２名に照会し、１名から回答があったが、対象者を知らないと回答しており、対象者の勤

務形態等を確認することができない。 

   また、Ｅ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、請求期間④に被保険者資格

を取得している被保険者を調査したが、対象者の氏名を確認することができない。 

   さらに、請求者は、対象者の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを示す給与明細

書等の資料を所持しておらず、Ｅ社に係る賃金台帳等の資料もないことから、対象者の請求期

間④における厚生年金保険料の控除について、確認することができない。 

   このほか、対象者の請求期間④における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情はない。 

   なお、Ｅ社は、昭和 33年 11月４日にｂ社に名称を変更しているところ、同社以外の厚生年

金保険の適用事業所として、ｂ社ｌ営業所、ｂ社ｍ営業所、ｂ社ｎ営業所を確認することがで

きるが、ⅰ）ｂ社ｌ営業所は、昭和 31 年３月１日にｏ社として厚生年金保険の適用事業所と

なり、昭和 48 年６月 30 日にｂ社ｌ営業所に名称を変更していること、ⅱ）ｂ社ｍ営業所は、

昭和 39年 10月 26日にｐ社として厚生年金保険の適用事業所となり、昭和 48年 12月 15日に

ｂ社ｍ営業所に名称を変更していること、ⅲ）ｂ社ｎ営業所は昭和 54 年３月１日に厚生年金

保険の適用事業所となっていることから、いずれも請求期間④に厚生年金保険の適用事業所と

しての記録を確認することができない。 

 

 ５ 請求期間⑤について、対象者はＧ社に係る厚生年金保険被保険者資格を昭和 38年４月 16日

に喪失しているところ、請求者は対象者が同日以降も同社又は同社の事業を継承したＦ社に継

続して勤務していたと主張している。 

   しかしながら、請求者から提出された略年表において、対象者は昭和 39年にＦ社を退職し、

同年から昭和 42 年頃まで約３年間、ｑ社に勤める旨記載しているところ、雇用保険の加入記

録によると、対象者は昭和 40 年４月１日から昭和 42 年４月 30 日までｒ社に勤務しているこ

とを確認することができる。 

   また、厚生年金保険の適用事業所名簿によると、Ｇ社は昭和 43年２月 27日にＦ社に名称を

変更しているところ、Ｆ社はＧ社の資料も含め対象者に関する資料はない旨回答及び陳述して

いる上、Ｇ社に係る事業所別被保険者名簿において、対象者の厚生年金保険の被保険者資格喪

失年月日（昭和 38年４月 16日）の前後１年以内に被保険者資格を喪失している者で連絡先が

判明した同僚７名に照会し、２名から回答を得たが、対象者を知っていると回答した者はおら



ず、対象者の勤務形態等を確認することができない。 

   さらに、Ｇ社に係る事業所別被保険者名簿において、対象者の厚生年金保険の被保険者資格

喪失年月日は、昭和 38年４月 16日と記載されており、遡って訂正されるなど不自然な形跡は

見当たらない上、請求期間⑤に被保険者資格を再取得しているかについても調査したが、対象

者の氏名を確認することができない。 

   加えて、請求者は対象者の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを示す給与明細書

等の資料を所持しておらず、Ｆ社は同社及びＧ社に係る賃金台帳等の資料がない旨回答及び陳

述していることから、対象者の請求期間⑤における厚生年金保険料の控除について、確認する

ことができない。 

   このほか、対象者の請求期間⑤における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情はない。 

   なお、Ｇ社について、厚生年金保険の適用事業所として確認できるＧ社ｓ支店は昭和 39 年

３月１日に厚生年金保険の適用事業所となり、昭和 43 年３月６日にＦ社ｓ支店に名称を変更

しているところ、Ｇ社ｓ支店に係る事業所別被保険者名簿においても、対象者の氏名を確認す

ることができない。 

 

 ６ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、対象者が厚生年金

保険の被保険者として請求期間①から⑤までに係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 


